
様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 13

経費項目 趣･研修費･圃諏報費･鶏謝靜瀧曠･会議費･資料{賊費･資濃麟入費･事務費･調翻漬･人件費

内 容 県政調査（高速料金）

年月 日 令和7年5月2日～ 年 月 日 金 額 1 , 010円

目 的
環境政策について県の取組を調査する

使 途
高速料金（富士川～日本平久能山）

政務活動．

県政との

関連性

県の環境政策(特にクルポ等具体策)について担当者から取り組み状況や課題について伺

い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞
i・

l
ごF'ln1ありがと．）ござい主寸-，

利 用 証 明 書

ｺ▼
NEXEn

中B本

KEXCO中日本お客さまセンター
0120－922－229

登録番号：T4180001056169

料金所（白） 富士川スマート

料金所(至） 日本平久能||’

25年 5月 2日 9時13分

通行料金 \1,010-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A62505-028839-489839 ⑳
※水利用証明書はFTC利用照会サービ
スで印字されたもので‐ｲｰ。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収帯 誉金額(a)

1 ， 010円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

1 ， 010円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

q・奨学金返済補助事業・物価高騰対策箸

ポーツ。健康長寿日本一の取り組み

①県の新体制・救急安心電記

②花き産業・スポーツ振興、

珂容0

abD4恒

1

106.520.38⑭ （裏面もご覧ください）
一

燗N又雷 ‘

整理番号 14

経費項目 調圃形讃･研修費唖密 鶏鞠靜爾農･会議費･資洲鰄費･燭s購入費･事務費･調婦漬･人件費

内 容 県政報告のためのラジオ番組放送代振込手数料

年 月 日 令和7年5月 2日～ 年 月 日 金 額 35 , 695 円

目 的
ラジオ番組にて県政報告を行う

使 途
県政報告のためのラジオ番組放送代（4月分)、振込手数料

関連性

県議会や県の施策についてラジオ番組にて報告（毎月第2・第4火曜16：00～)、広

報することにより県政への関心を高めていく

＝ d■ﾛ■■ 盃一一召函唖呂

案分率(b) 政 各活動費支 出額(a×b)

35，695円

／

100％ 35，695円

不ノJリロジート判

全て政務活動にかかる

ものである



請求書 請求N｡m
令和7年4月30日

●

fnmd静岡県議会議員 早川育子 御中

富十コミ A放

雰蟻
長

0－

、
Ⅲ
グ

〒417-00

静岡県冨
ラクロス吉原2F

TEL:0545-55-1123FAX:0545-57-6812

登録番号:T7080101010363令和7年4月分

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求藷 \35,47

●お振込は下記銀行口座へお願い致します。※振込手数料はご負担頂きますようお願い致します。
口座名義 富士コミュニティエフエム放送株式会社

富士信用金庫 吉原支店 普通 389781

富士宮信用金庫 吉原支店 普通 1105187

清水銀行 吉原支店 普通 2225789

静岡銀行 吉原支店 普通 0765546

富士伊豆農協 薑士中央支店 普通 0004332
スルガ銀行 富士吉原支店 普通 2830872

1／1

検印 経理

竃 ■

費目

一も〆‐

塞頭

を金 煩 備考

タイム電波料 32,250

10%対象
小計

消費税

32,250

3,225

合計 35,475



タイム放送確認書

令和7年4月30日発行

No.0128725001広告主

静岡県議会議員 早川育子 御中

代理店 ●

84.4FmRa御中

鍔

蕊
富士コミュニティエフエム放送

代表取締役社長ノ」

〒417-0051

静岡県富士市吉原2丁目10－
ラクロス吉原2F

TEL:0545-55-1123FAX:0545-57-6812集計期間:令和7年4月1日～令和7年4月30日分

番組名 県政の架け橋 静岡県議会議員 早川いく子

放』

日

畠日

曜日
放送時刻 広告商品及びCM素材の内容

8 火 16:00～16:15

22 火 16:00～16:15

備考

合計2本



様式第1－1号

支 出 証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

’唇

整理番号 15

経費項目 ⑳研修費蝿広報費蕊鵬繍鑛会震費資料艤鰭債…菖藩費事翻雷 人嶬
内 容 県民意見聴取（高速料金）

年月 日 令和7年5月7日～ 年 月 日 金 額 2 フ 020 円

目 的
漁業政策について関係者と意見交換

使 途
高速料金 （富士川～日本平久能山 日本平久能山～富士川）

政務活動．

県政との

関連性

静岡市内にて､静岡県における漁業対策について関係者と意見交換を行い､人材不足や食育等

現状と課題を伺い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

１．．■ｌ：。１Ⅱ■。’ⅡＯＤＩⅡ。・１６。■ＩＩＵ■１８。■ＩⅡ。。■ＩＣ：ＩⅡ■。“６１．．１Ⅱ：■Ｉ■■“■ＩＤＤＩⅡ。Ｇ■■■■■ＩⅡＤＰ■ｑ９Ｄ■１８の画ＩⅡ・・０８口■１０：ⅡⅡ。。１９●ＤＩⅡ：ロ６■・・ＩｌＧＤＩⅡ。。■Ｉ■■１６．．１Ⅱ：“日日■．Ｉ

こ．利湘獅りがと･う

利 用 証

っ▼

ござい-た-ｷｰ讐

明 書
NEXに｡

中日本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120-922-229

登録番号-:T4180001056169

料金所（白）富士川スマート
料金所(至） 日本平久能lll
25年5月7日 9時27分

通行料金 ￥1，010

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A62505-078839-493836 ⑳
※水利用証明書は厄TC利用照会サービ
スで印字されたもので-ｲｰ．

■Ⅱ。■ＩⅡ。。■９■■ＩⅡ。。’Ⅱ■■１８■■１００●０日。。１０：ｌⅡ：１９・やＩⅡ■０１冊・・１０：ＩⅡ■０１Ⅱ。。１０：ｌⅡ。。■Ｂ■■ＤＩⅡ：ＩⅡ：Ｄ日９，■ｌ９ＵＤｌⅡ。。１３：ｌⅡＵ・５９．．１０●ＤｌⅡ：ｌⅡ■。ｌ■■■ＩⅡ：ＩＯＵ・Ｉ

証

ごFll;11ありがとうござい-愼寸ョ

利用証明書

ヤ
NEX仁口

中B本

NEXCO中日本お客さまセンター
0120－922－229

登録番号･:T4180001056169

料金所（自） 日本平久能山
料金所(至）富士川スマート
25年5月7日15時13分

通行料金 \1,010

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は1(〕％です。

取扱番号

A62505-078839-494537 ⑯
※木利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,020円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支 額(a×b)

2,020円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 16

経費項目

内 容

年月 日 令和7年5月 9日～ 年 月 日 金 額

目 的
県庁にて臨時議会対応等について会派内会議をおこなう

使 途
高速料金（富士川 ～日本平久能山日本平久能山～富士川）

関連性

臨時議会対応等について会派内会議を行い、今後の県政に反映する

く領収書貼付枠＞
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利用 証明書
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NExにロ

中日本

i KEXCO中日本お客さまセンター
’ 0120－922－229

登録番号．：T4180001056169I
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料金所（白）富士川スマート

料金所(至） 日本平久能lll

25年 5月 9日12時29分

通行料金 \1,010-

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です。

取扱番号

A63505-094334-865533 ⑯
※水利用証明書はFTC利用照会サービ
スで印字されたものです。

可

ご利fl･IありX

利 用

りがと･うござい主寸-．

ﾀ▼
証 明 書
NExE回

中日本

KEXCO中日本お客さまセンター
0120－922－229

登録番号：T4180001056169

料金所（自） 日本平久能山
料金所(至）富士川スマート

25年 5月 9日17時56分

通行料金 \1,010－

(ET(､ｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

※通行料金の消費税率は10％です｡

｜取扱z94334-8674306，…5-09"認-867鱸06
1 ※水利用証明書はETC利用照会サー
I ｽで印字されたものです。

..－.1.-..－..－.､一･･一･.-..-..-...-..-.-..-..-.‐

取扱番号

A63505-094334-867430 ⑬
※水利用証明書はETC利用照会サービ
ｽで印字されたものです。
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,020円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

2，020円



様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

一

整理番号 17

経費項目 睦研諺 ･研修費

内 容 公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー会費

年月 日 令和7年5月12日～ 年 月 日 金 額 11 , 000円

会の趣旨．

目 的

少子高齢・人口減少社会において福祉専門職による研修や定期的情報発信により、質の高

い福祉サービスが提供されることを目的とする

会の活動

内容等

･研修会の開催

･定期的な情報誌の発行

政務活動．

県政との

関連性

少子高齢・人口減少社会において福祉専門職による研修報告や定期的情報発信を受け、必

要なサービスの充実や人材確保などについて政策発言につなげ、県政に反映させていく

く領収書貼付枠＞

※別紙添付

※添付書類:団体の会則･事業概要･鋤（ 定款 ）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領I又書金額(a)

11，000円

案分星 i(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

11 フ 000円



’領 収 証
No.3155

早川 育子様

'）（）

但し_2Q25毎度年会費..(星川_…盲王様公)_._k.し垂

2025年5月12日上記正に領収いたしました

登録番号T6011105004805

割も公益社団潅人日本医療ｿｰｼ
会長 野口

〒162-0065東京都新宿区住吉町8－20四
TEL:03-5366－1057



公益社団法人日本医療社会福祉協会定款

第1章 総 則

(名 称）

1条本会は、公益社団法人日本医療社会福祉協会と称する。
(事務所）

2条本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

庁年

弟

庁岸

弟

第2章 目的及び事業

（目 的）

第3条本会は、保健医療分野における福祉サービスの充実及び向上を図り、あらゆる地域において
社会福祉士による福祉サービスが提供される環境を整備するため、保健医療分野における社

会福祉に閨する調査研究及び社会福祉活動の普及啓発と保健医療|こ携わる社会福祉士の専
門的知識及び技術の向上に努め、もって公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

（事 業）

第4条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（1）保健医療分野における社会福祉士の業務実態等の調査を墓に、福祉サービスの充実及び
向上を図る事業。

（2）保健．医療・福祉の各サービスが連携を保持し、総合的に提供されるために必要なソー
シャルワークに閏する調査研究。

（3）保健医療分野における社会福祉土の業務について国民の理解を求め、社会福祉士による
福祉サービスが活用される環境を整備する事業。

（4）保健医療に携わる社会福祉士の専門的知識及び技術の向上のための研修等の実施。

（5）社会福祉学を墓にした専門的知識および実務経験を有する社会福祉士に対して薑格を付
与し、薑格者による福祉サービスの向上を図る事業。

（6）国内外の保健医療分野における社会福祉活動に従事している者（以下「ソーシャルワー

カー」という）の団体等と連携し、高齢者、障害者、生活困竈者及び災害被災者に対す

るソーシャルワーカーの活動を支援することを逼じて社会に貢献する事業。
（7）その他本会の目的を達成するために必要な事業。

2前項第1号ないし第5号の事業は日本全国で行い、第6号の事業は日本全国及び諸外国で
行う。



第3章 会 員

（種 別）

第5条本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律

における社員とする。

（1）正会員本会の目的に篝同して入会した社会福祉士の薑格を有する個人

（2）寶助会員本会の事業を薑助するため入会した個人又は団体

(3)名臺会員本会の事業に功労のあった者で理事会において名薑会員とすることを承認され

た個人、または、学識経験者で琿事会において入会を承認された個人

（入 会）

第6条本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込薑を代表理事に提出す

ることにより、入会を申し込むものとする。

2代表理事は、入会申込書を受領したときは、意見を付して理事会に諮り、理事会が入会を

承認したときは、入会申込者にその旨を遍知する。

3入会申込者は前項の理事会承認決議がなされたときに会員の資格を取得する。

（入会金及び会費）

第7条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2賛助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

（退 会）

第8条会員は、理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより、いつでも退会

することができる。

（除 名）

第9条会員が次の各号の－に該当する場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3

分の2以上に当たる多数の決議をもって、除名することができる。この場合、代表理事は、

除名決議の対象となる会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、

社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）本会の定款又は規則に違反したとき。

（2）本会の名誉を瘍つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（3）その他除名すべき正当な事由があるとき。

2代表理事は、前項により除名の決議がなされたときは、速やかに当該会員にその旨を通知し

なければならない。

（会員の資格喪失）

第10条前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

（1）後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

（2）死亡し、若しくは失跨宣告を受け、又は会曼である団体が消滅したとき。

(S)入会金の支払を怠り、納入期限から1か年以上経過しても支払わないとき。

（4）会薑を滞納し、その滞納額が2か年分以上となったとき。

（5）総社員の同意があつだとき。

（倫理綱領の遷守）



第11条ソーシャルワーカーである本会の会員は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、社員総会で
定められた倫琿綱領を遵守しなければならない。

2理事会は、ソーシャルワーカーが前項の倫理綱領に反する行為をしたとの苦情を申立てられ、
懲戒を相当と判断するときは、懲戒処分を決定することができる。

S懲戒手続に閏する規則その他懲戒に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
（拠出金品の不返還）

第12条本会は、会員の資格を喪失した者に対し、既納の入会金、会薑及びその他の拠出金品を返還
しない。

第4章 社員総会

（構 成）

第13条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
（権 限）

第14条社員総会は、次の事項について決議する。

（1）社員の除名

（2）理事及び監事の選任又は解任

（3）鬘借対照表及び摸益計算書（正味財産増減計算書）の承認
（4）定款の変更

（5）解散及び残余財産の処分

（6）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開 催）

第15条定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。

2臨時社員総会は、次の各号の－に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集を請求したとき。

（2）総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が、代表理事に対し、社員総会の
目的たる事項及び招集の理由を示して招集を請求したとき。

（招 集）

第16条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集す
る。

2代表理事は、前条第2項2号により招集の請求があったときは、その日から6週間以内に臨
時社員総会を招集しなければならない。

（議 長）

第17条社員総会の議長は、総会において、出席社員の中から選出する。
（議決権）

第18条社曼総会における議決権は、社員1名について1個とする。
（定足数）

第19条社曼総会は、総社曼の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ開会することができな
い。
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（決 議）

第20条社員総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席しだ社員の過半
数をもって行う。

2理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなけ
ればならない。

琿事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の

薑成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。

（書面表決及び委任）

第21条社員総会に出席できない社員は、あらかじめ遍知された事項について書面をもって議決権を
行使し、又は他の社員を代理人として議決権行使を委任することができる。

2前項の場合における第19条及び第20条第1項の規定の適用については、その社員は出席
したものとみなす。

（議事録）

第22条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議睾録には、議長及びその社員総会において選任された議事録害名人2人以上が、書名、押
印しなければならない。

第5章 役 員

（役員の設置）

第23条 本会に次の役員を置く。

（1）理事は25名以上30名以内

（2）監事は2名以内

2理事のうち1名を会長、3名以上5名以内を副会長、3名以上5名以内を業務担当理事とす
る。

3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律に規定する代表理事とし、

副会長及び業務担当理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
（役員の選任）

第24条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
（理事の職務及び権限）

第25条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は､法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し､その業務を執行する。

3業務執行理事は、理襄会において別に定めるところにより、代表理事を補佐し、且つ本会の

業務を分担執行し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その業務執
行を代行する。

（監事の職務及び権限）

第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなけれ
ばならない。



2監事は、いつでも、理事及び事務局長に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。

（任 期）

第27条役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに閏する定時社員総会
の終結の時までとする。

2任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期満了
までとする。

3役員が欠けた場合又はこの定款で定める役員の最低の員数が欠けた場合には、任期満了また

は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を執行しな
ければならない。

（解 任）

第28条役曼が次の各号の－に該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総
社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
（報剛'|'|）

第29条役員は無報酬|とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報図ﾘ'll=
を支給することができる。

役員には寶用を弁償することができる。

第2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が定める。

２
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第6章 理事会

（檮 成）

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

〔権 限）

第31条 理事会は、次の職務を行う。

（1）本会の業務執行の決定

（2）理事の職務執行の監督

（3）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（開 催）

第32条 定期理事会は毎年3回以上開催する。

2臨時理事会は、次の各号の一に該当する塲合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき。

（2）理臺から理事会の目的を記載した薑面により、招集の請求があったとき。

(S)監事から法令に基づく招集の請求があったとき。

（招 集）

第33条 理事会は、代表理事が招集する。



2代表理事は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を、理事会の7日前までに通知しなければばらない。

3代表理事は、前条第2項第2号または第3号の請求があったときは、その日から14日以内

に臨時理事会を招集しなければならない。

（議 長）

第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

（議 決）

第35条 理事会における議決権は、理事1名について1個とする。

2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。

3理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数

をもって行う。

4理事会の目的である事項につき、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができな

い。

5理事会の目的である事項につき、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及び出席した監事が、署名・押印しなければならない。

第7章 事務局

（事務局の設置等）

第37条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長及び主要な職員は、理事会の議決を経て代表理事が任免する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第8章 財産及び会計

（財産の構成）

第38条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）入会金及び会薑

（2）寄附金品

(3)事業に伴う収入

（4）財産から生ずる収入

（5）その他の収入

（財産の管理）

第39条 本会の財産は、代表理事が管理し、その管理方法は社員総会の議決を経て代表理事が別に定

める。



（経寶の支弁）

第40条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

（事業年度）

第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び予篁）

第42条本会の事業計画及びこれに伴う予篝に閏する書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代

表理事が作成し､理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も､同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般

の閲篝に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第43条本会の事業報告及び決舅については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書収支計舅

書、正味財産増減計算書貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の監査を受けた上で、

理事会承認を受けなければない。

2前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、事業報告書についてはその内

容を報告し、その他の書類については社員総会の承認を受けなければならない。

3第1項に定める書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲鬘に供す

るとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲鬘に供するものとする。

（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに閏する数値のうち重要なものを記載した

書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第44条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の設定等に関する法律施行規則第48条の規定

に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を舅出し、前条

第3項第4号の書類に記載するものとする。

（長期借入金）

第45条本会が資金の長期借入れを行うときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を

除き、社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

（義務の負担 権利の放棄）

第46条 予算で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し又は権利を放棄しようとするときは、

社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第9菫 定款の変更及び解散

（定款の変菫）

第47条 この定款は、社員総会において社員の半数以上で讓決権総数の3分の2以上の議決を経な

ければ変更することができない。

（解 散）

第48条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により震散する。



2 前項の社員総会の決議は社員総数の4分の3以上の議決をもって行う。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第49条本会が公益認定の取消し処分を受けた場合または合併により本会が消滅する場合（その権利

義務を承継する法人が公益法人であるときを除く）には、社員総会の決議を経て、公益目的

取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日または当該合併の日から1か

月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閏する法律第5条第17号に掲げる法

人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

（残余財産の帰属）

第50条本会が唐鬘する場合において有する残余財産は、社員の決議を経て、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に

贈与する。

第10章 公告の方法

（公告方法）

第51条本会の事業につき公告する必要がある場合の公告方法は主たる事務所の公衆の見やすい場

所に掲示する方法による。

第11章 補 則

（補 則）

第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

（経過規程）

第53条この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の正会員であった者は､社会福祉士の

資格を有していると否とを問わず、入会手続を経ることなく、第5条第1号の正会員となる。

2 前項により正会員となる会員は入会金を支払う義務を負わない。

3この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の雲助会員であった者は、入会手続

を経ることなく、第5条第2号の薑助会員となる。

附 則

1。 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に閏する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に閏する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める

公益法人の設立の登記の日から施行する。

この法人の最初の代表理事は笹岡眞弓とする。

一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閨

する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人

の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、震散の

登記の巳の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の巳を事業年度の開始日とする。

この定款は、2011年5月28日に一部を改正し施行する。

この定款は、2014年5月22日に－部を改正し施行する。

回
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様式第 1－1号

支出証拠書

育子 ）(会派名・議員氏名 公明党静岡県議団．早』 |I

整理番号 18

目 的
,東部地隆における迭帥ｲ､足対策について庚n糸有と恵兄父換

使 途
高速料金 （富士～沼津 沼津～富士）

政務活動

県政との

関連性

三島市内にて､東部地区における医師不足対策について関係者と意見交換を行い､人材不足や

拠点整備等現状と課題を伺い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

ｰ ■台 ー ①● ー ■■ 一■ロ ー ﾛ・ － ロロ ー ーーー

ごFIII1I駒りがと･Y)こさ．いt-#-: ご利湘為りがとうご‘ざぃ張寸

｜利用証明書｜利用証明書

＝▼蝶匡｡ グ▼蝶匠圃
XEXCO中日本お客さまセンター KEXCO中日本お客さまセンター

0120-922-229 0120－922－229

登録番号:T4180001056169 登録番号：T4180001056169

i料金所（自） 富士 i料金所（向） 沼津
1料金所(至） 沼津 1料金所(至） 當十
i25年5月13日14時19分 i25年5月13日20時14分

1－－－ 一一一一一一一一一一一一-－－

通行料金 Y660-i 通行料金 Y660-

i(ETcｸﾚｼﾞｯﾄ） 申種 1
’

1
※通行料金の消費税率は10%です．

取扱番号

A63505-134334-870636 ⑳
※水利用証明書はRTC利用照会サーヒ'
スで印字されたものです。

(ETCルジット） 申種 1

※通行料金の消費税率は1096です。

取扱番号

A63505-134334-871238 ⑳
※水利用証明書はFTC利用照会サービ
スで印字されたものです二
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領I 又書金額(a)

1 ， 320円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支 額(a×b)

1 , 320円



様式第 1－1号

支出証拠書

･議員氏名 公明党静岡県議団・早川育子 ）(会派名

整理番号 19

経費項目 趣雲'修費…腎 癖繍誇瀧潰･会議費･資料{賊費･資料購う資･事務費･謡霧漬･人件費

内 容 県民意見聴取（高速料金駐車料金）

年月 日 令和7年5月21日～ 年 月 日 金 額 1 , 210 円

目 的
台日経済セミナーに参加し、関係者と意見交換

使 途
高速料金

駐車料金

（日本平久能山～富士川）

政務活動．

県政との

関連性

静岡市内で行われた､台日経済セミナーに出席し､台湾と静岡県の経済交流等について関係者

と意見交換を行い、茶業や観光振興等の現状と課題を伺い、今後の県政に反映していく

く領収書貼付枠＞

‐－，，－K’ご利川為りがとう い

利 用 証 明

ゴ▼蝶『、

携寸-、

書

MEXCO中日本お客さまセンター
（)120-922-229

登録番号．：T4180()01056169

1料金所(白）日本平久能山
i料金所(至） 富士川スマート

1 25年 5月21日21時51分

通行料金 ￥1 010

|(ETCﾙｼﾞｯﾄ） 車種1
1※通行料金の消費税率は10％です~。

iM",3428_O27722,A30505-2,鋤28-027722⑬
I ※水利用証明書はIZTC利用照会サーヒ

l スで印字された ｷ)ので-ﾂｰﾆ
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サウスポット伊伝パーキング
TEL．054-281-6776

三菱地所パークス（株）

登録番号T1-0104-0112-0790

令頁11又言正
精算機#01 A精算No.000049
発券機＃01 発券No.090758
入庫時刻2025年5月21日（水）17:43
精算時刻2025年5月21日（水）21:16
駐車時間 3:33
駐車料金 A料金 1,100円
店013(割03） 1枚 -900円

合計 200円
現金領収額 200円
お預り 500円
お釣り 300円
上記合計金額は消費税率10％対象です。
またのご利用をお待ちしております。

‐
・

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

1 ， 210円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支 額(a×b)

1
， 210円



様式第1－1号

支出 証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 20

経費項目 ⑳研修費“轄要鋼誇識虜会議費鮮幟費資料購入費韓費…峰
内 容 県民意見聴取（駐車料金）

年月 日 令和 7年5月25日～ 年 月 日 金 額 300 円

目 的
災害支援ネットワーク交流会2025に参加し、関係者と意見交換

使 途
駐車料金

政務活動．

県政との

関連性

災害支援ネットワーク交流会2025に参加し､能登半島地震後の支援活動報告やワークシヨ

ップを通じて災害時の避難所運営等について関係者と意見交換を行い､今後の県政に反映して

いく

く領収書貼付枠＞

I舐ﾉLいち
パーキング
富士市吉原2-12-10

令頁｣4又言正
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合 言十
（内税10％対象額

300R
300円）

現金領収額 300円

！

お預り 300円 ！
お釣り 0円
またのご利用をお待ちしております。

佐野建物株式会社

登録番号T8080101008621

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

300円

案分率(b)

／

100%

政務活動費支出額(a×b)

300円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

整理番号 21

経費項目 調蕊職賓･珊彦費･広聴広報費･雰識儲糠婚･会議費･資購M賊費⑳･事務費･謡嬬漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和7年5月26日～ 年 月 日 金 額 4 ， 551 円

目 的
情報収集のための新聞購読

使 途
新聞購読料（静岡・朝日・富士・岳南）

関連性

ロベ、.1胃邦LIX暴き1JV，、 屍山奥W,一X』しL瀝戸・垂＝・印可宮ZIJX埖貝寺琶1JソノLαノ

く領収書貼付枠＞
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登録番号：T2080102015011

本店 0545-52-0376
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1

2025年05月分

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a)

9 , 102円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4，551円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早jll育子）

整理番号 22

経費項目 調罰I霜“費･醜蝿雷謝調翻蔵･会議費資榊費翻蘂費…･人件費
内 容 新聞購読料

年月 日 令和7年5月26日～ 年 月 日 金 額 4 ， 550 円

’

目 的

皇－2全呈両ロ、 坐 一 T一 宮砂 一 一,二二一戸甸匠目E魚＝二日_．

1育諏↓Ⅸ乗のため"ﾉ瀞T間購読

使 途
■ク ザ ■ ▼ マワ ーr 口 ■ ｰ ー 甲 ■ 勺 ■ ~『一 ■ で ■ ク

政務活動・

県政との

関連性

口'々、1胃報MX乗と1JV，、 扉』既W X,ILzL唾苣・云圭・印可箕1姪滞貝寺迂1｣ソノL(xノ

く領収書貼付枠＞

領収証兼自動振替済証

公明党県議団 様

■■■■■■■■

野球・テニス・ゴルフ・柔道等暑い夏に

熱いスポニチはいかがですか？

まだまだスポニチから目が離せません。

2025年5月分

鐵鴬

’

口
(10%対象 0税 0） ’
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収
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購
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登
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す。

した。

1週間試読紙無料。是非お問い合わせを 静岡県富士市本市場112番地
TEL:0545-61-0011It)

’
I
【

合 計・今 言百

9 9 口 .0Q

銘 柄（*は軽減税率対袋） 部数 令 舘 備 考

*毎日新聞朝刊

に日本経済新聞朝刊

１
１

4，300

4，800

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領I 又書金額(a)

9，100円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

4，550円



様式第 1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名 議員氏名公明党静岡県議団 早川育子 ）● ●

整理番号 23

経費項目 籍研繧研修費…費･霧鯛需穂農･会議費･資榊費緬 事務費･謡翔漬･人件費

内 容 新聞購読料

年月 日 令和7年5月26日～ 年 月 日 金 額 2 ， 050 円

目 的
情報収集のための新聞購読

使 途
新聞購読料（読売）

関連性

戸 一、 U『4‐F~』～ ～U～ ー U寺で 、 ／F，一 可一〆面J ー ~ … 目？ 一 一 Ⅳ副 冨七門スマ ー 1J ／ ’ー一〆

く領収書貼付枠＞

ﾛ

領収証

公明党県議団 御中

‘新聞休刊日は6月9日付朝刊です
フリーダイヤル0120－185049

(証券恥 72-2025/05/2709:37:58）

2025年5月分

鰊#鱒
(10%対象 0税 O)

毎度､ご愛
誠にありが

読いただ
とうござい

きまして

ます

合計金額には､消饗税が
含まれています

4

’
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’
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’

合 計 令 額

Z
・9 ． .0Q

銘 衲 （*は蝶減税率対象） 部徴 金額 備 考

*読売新聞朝刊 1 4,100

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収常 金額(a)

4，100円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支出額(a×b)

2，050円



様式第1－1号

支 出 証拠 書

（会派名・議員氏名 公明党静岡県議団・早jll育子）

整理番号 24

経費項目 調部暁費･研修費･蛎広報費･要隷標潅曠･会議費･資料臓潰．辱陶 ･事務費･調濡漬･人件費

内 容 資料購入費

年 月 日 令和7年5月30日～ 年 月 日 金 額 4 , 510円

目 的
情報収集のための購読

使 途
時事行財政情報購読料（5月分） 振込手数料

●

蝿軸》 日々、情報収集を行い県政に対して提言・要望･調査依頼等を行うため

く領収識占付枠＞

白

]

ご利用

内容を

あり

ご確

がとうございま

認いただきお持

す。

ち帰 りください。

06 520 38 （裏面もご覧ください） i
|，

年 月 日

0710513[

振替先店番･科目･口座番号

122

銀行番号|児 番号 科目 口 座 番 号

］
■■■■■

3~取扱

■■■
■■■■■■■

お取

Ⅱ■■■

－

|内容

■■■■■■
お取引金額

0277 お引 出し ￥4，07〔

お繩撤|(ニポ' '*W"*(JW '*(y'*(: H*(]鼎間紫馴LI)*(繋"*(\."*!"!

おつり 残 高

＊＊＊***＊＊＊＊＊＊1

キャッシング 手数料

￥44〔

時刻

164t 0344

お取 扱 い
できない場 合

お
辰
込
失
陥
側
‐
こ
藻
は

ミス唖ホ

ウチワイワイチョウ

普通1598455

力）ﾐﾉい〕帆､ソウシンシヤ様

ハヤカ

TEL

エゴワコ様一

案分の理由

全てj蕊活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

4，510円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

4，510円



公明党静岡県議団

早川 育子 様

淌割鐇号■■■■■■

領収証
公明党静岡県議団
早川 育子 様

領収金額 4,070円
（消費税等 370円を含む）

期 間令和7年5月旧~令和7年5月3旧

領収日

測蟠号 4203177

Vこの件についてのお問い合わせ先

静岡総局 (TEL:054-252-1823)

上記の通り領収いたしました。

〒1

5番8号

の
番

種類 配信先（敬称略） 数量 月額 ｜月数； 領収金額

JAMP(時事行財政情報ﾓﾆﾀ） 公明党静岡県議団早川 育子 1

10%

3，700

【対象金額】

【消費税等】

1 3,700

3,700

370
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様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名 公明党静岡県議団 早川育子【 5月分】 ）●

く領収琴占付枠＞

※別紙

藍号

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行脇鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

蛭費項目別充当調

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行慨難(km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行W"(M)/総走行距離（上記C)(km)

･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

経費項目 君ﾃM"(km) 積算方法※ 充当額（円）

事務費 円× km/ km

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名

案分の理由

私用での利用があるため案

分する

領収書金額(a)

24
フ 145円

案分率(b)

1／2

50％

政務活動費支仕 額(a×b)

12，072円
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24H年中懸休で営業1
給油はｱﾎﾞﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰﾄがおすすめ11

傷害蝿。
－－
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ハートランド富士給油所
TELO545~52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1

TELO545-52-3829

登録番号T3080101014475
評 卜 2025年5月5日

22:50

HAYAKAWA IKUKO様

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰﾄがおすすめ11

傷害獺。
－
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ハートランド富士給油所
VELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1

TELO545-52-3829

登録番号T3080101014475

壼 卜 2025年5月13日
14:O2
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出光ルヅット

レギュラー P-25(内）

30.07L @168.0 5052円
01200．00

(内.ｱﾌﾟﾘ油種値引 -@3.0 -89円）

レギュラー

29.92L

O1200－00

P-1(内）
@167.0 4997円
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DrivePayお問合せ番号:|■■■I
支払区分：一括
承認No.0000007609

端末処理通番：03989

DriVePayお問合せ番号:a■■I
支払区分：一括
承認No.0000007575
端末処理通番：24963

伝NC:10569担当:■■『伝NO:10410担当:■■
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24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶ -ドがおすすめ11

害蝋。
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ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1

TELO545-52-網29

登録番号T3080101014475
霊 卜 2025年5月29日

15:55

HAYAKAWA IKUKO様

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰﾄﾞがおすすめ11

驫鰐獺．
～－－－－▲

－－－一一一一一一一一一一一一一317865

ハートランド富士給油所

YELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1

TELO545-52-3829

登録番号T3080101014475
売 卜 2025年5月23日

17:20
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’
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HAYAK

出光ルヅット
出光ｸﾚｼｯﾄ

レギュラー

41．4

01200．00

P-16(内）

@159.0 6587円

-@3.0 -124円）

レギュラー P-19(内）

46.351ｰ @162.0 7509円

01200．00

41.43L

01200．00

(内,ｱﾌﾟﾘ油種値引

一合言十 ア"50g円
〔内、消費税等(10-00%） 683円〕 一言言十 e"SS了円

(内、消費税等(10.00%） 599円） ﾀ』“/”ケ乙二/ﾕ'､7喜一

DrivePayお問合せ番号:■■■■
支払区分：一括
承認No.0000007625

端末処理通番：19464

DrivePayお問合せ番号:1■■■
古払区分：一括

承認No.0000007641

端末処理通番：15690

伝NO:10086担当I■■ 伝No:10758担当:■■


